
お取引先 各位 

 

マニフェスト伝票の運搬・処分担当者欄について、省令改正で 

「受領印」が「受領欄」と修正され、㊞のマークが削除されたことにより当社においても押

印不要の対応となりました。 

 

【新様式のマニフェストに変更後のご対応について】 

4月以降順次、書式を変更したマニフェスト伝票に切り換えて参ります。 

今まで「受領印」の箇所が「受領欄」になります。 

運搬・処分担当者欄は、従来通り氏名を署名いたします。 

この場合「受領欄」にサインをする必要はありませんが、空欄にせず斜線等の記入をさせて

いただきます。 

宜しくお願い申し上げます。 

 

 


